
別紙3

≪今後について≫

※予備調査にて設置した地籍予備調査筆界プレートについて

※売買や相続等により境界を確認する必要が生じた場合

地籍調査（本調査）に移行しなかった土地境界は現状のまま（現登記状態のまま）となりま
すが、境界を明確にする必要が生じた際には、土地所有者が境界の確定を行う通常の手続
きが必要となります。（その場合には、別途、土地家屋調査士などにご相談ください。）

予備調査で設置したプレート等は、隣接する土地所有者の方々でご同意いただいたものと
なりますので、今後土地所有者の方々によって境界を確認する際のご参考としてください。
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◎全同意が得られなかった区画 → 地籍調査（本調査）に移行しません

地籍予備調査結果図（別紙1）の で囲まれた区画については、境界復

元案に対する全同意が得られませんでしたので、登記事務までを行う国土調査法に基

づいた地籍調査（本調査）へは移行しません。

（本調査）


